
令和４年６月農業委員会定例会議事録  

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

 

出席委員 

 

 

 

 
欠席委員 

 

事務局 

 
農林水産課 

 
農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和４年６月２０日（月）午後１時３０分～午後２時４８分 

 

さぬき市役所 ３階 ３０１、３０２会議室 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～３号） 

非農地証明願いについて           （会長提出議案第４～８号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第９～１１号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第１２号） 

農業振興地域整備計画変更の答申について   （会長提出議案第１３～１５号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第１６号） 

その他 

 

1楠 豊 3朝倉重弘 17芳竹和政 5松岡浩二 6稲田俊美 

7間嶋正憲 8大塚ノブ子 9岡村義弘 10廣瀬 徹 

12十川隆行 13岩澤佳宣 14寒川 巧 16藤澤 明 

4蓮井セツ子(会長職務代理者) 18松原俊幸（会長） 
 

2吉原博美 15十河道夫 

 

山下智資事務局長 頼冨伸次副主幹 松本美佳主査 藤川英祐主任主事 

 

玉木省三副主幹 

 

三好幸信農地集積専門員 猪熊正農地集積専門員 

 

なし 

 

 

 



  

  

事務局 

 

 

議長（会長） 
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ただいまから令和４年６月農業委員会定例会を開催致したらと思います。

進行につきましては、松原会長のほうでよろしくお願いしたらと思います。 

 

皆さん、こんにちは。四国もいよいよ梅雨入りに入りましたが、今年は何

か空梅雨のような感じがして、昨日、長尾地区は現地確認に行きましたとこ

ろ、前山のダムはもうからからで、２分ぐらいしか残っていない。ほかの地

区は何か少ないようで、そして本当に水に困るんではないかというような感

じが致します。どうか梅雨の雨を期待したいんですけど、これからも水の本

当の需要が高まる時期でございますので、水不足には心配しておられると思

いますので、できたら降雨を期待したいと思います。 

また、６月に入りまして、麦刈りもようやく終わりまして、後作の稲もほ

とんど植付けも終わって、今のところ、まずまず水はできたんじゃないかと

思われます。これからの暑い中、農作業には日中の中、くれぐれも体には気

をつけて、農業委員活動、農作業等に気をつけていただきたいと思います。 

なお、本日の審議であります各案件につきましては、現地調査をしていた

だいとると思いますので、後でご報告願いたいと思います。 

本日の議題に関しましては、円滑なご審議、ご協力のほどよろしくお願い

して、私の簡単な挨拶に代えさせていただきます。 

なお、本日提案致します案件につきましては、事前に各地区で現地確認

等、調査いただいていると思いますので、よろしくお願い致します。 

本日の出席は１７名中１５名の出席ですので、農業委員会等に関する法律

第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立することを誓い

ます。 

では、議事録の署名委員ですが、私のほうから指名させていただきます。

５番松岡委員さん、６番稲田委員さん、両委員さん、どうぞよろしくお願い

致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願い致します。 

 

まず、別紙のＡ４、１枚ものの両面でコピーしていますので、農地法第１

８条第６項に基づく通知についての報告をご覧ください。 

これは貸借権を中途解約するもので、４件受理しています。 

報告第１号、貸人、●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●、●●●

様で、申請地は●●●●●●●●●●●番です。解約理由は売買のためで

す。 

報告第２号、貸人、●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●、●●●

●様で、申請地は●●●●●●●●●●●番他１筆です。解約理由は売買の

ためです。 

報告第３号、貸人、●●●●●●●●●、●●●様、借人、●●●●●●

●●●、●●●様で、申請地は●●●●●●●●●●●●番●です。解約理

由は病気等で労力不足のためです。 

報告第４号、貸人、●●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●

●●、●●●●様で、申請地は●●●●●●●●●●●●●番●です。解約

理由は残存小作の解消のためです。 

次に、裏面をご覧ください。 

使用貸借の終了農地返還通知は２件受理しております。これは、使用貸借

権を中途解約するものです。 

報告第５号、貸人、●●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●

●●、●●●●様で、申請地は●●●●●●●●●●●●●番●他１筆で

す。解約理由は病気等で労力不足のためです。 

報告第６号、貸人、●●●●●●●●、●●●様、借人、●●●●●●●
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●、●●●●様で、申請地は●●●●●●●●●●●●●番●他１筆です。

解約理由は病気等で労力不足のためです。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告は終わりました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号

から第３号を議題とし、一括上程致します。 

では、事務局より説明を求めます。 

 

それではご説明させていただきます。今回の３条の案件は３件ございまし

て、面積について１，６８１㎡の４筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書１ページからでご

ざいます。 

会長提出議案第１号についてご説明させていただきます。地区番号２、受

付年月日、令和４年６月１日。譲渡人、●●●●●●●●●●、●●●●

様、譲受人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地は●●●●●●●●●

●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに畑、地積は３８㎡。譲渡人の申請

事由は労力不足、譲受人の申請事由は経営規模の拡大。権利は所有権の移

転。経営面積は８，４２８㎡、受人従事数は２人となっております。資料と

致しましては１ページとなります。 

申請地はさぬき市●●、●●●●●●、●●●●●の東約７１０ｍに位置

しており、譲受人については、申請地周辺にも農地を所有し、経営面積の保

全管理も行っております。 

続いて、会長提出議案第２号についてご説明させていただきます。この案

件につきましては、同一申請地で本年２月に申請があったのですが、許可日

前に譲受人が死亡していたため許可が無効になり、再度申請があったもので

す。地区番号３、受付年月日、令和４年６月１日。譲渡人、●●●●、●●

●●様、譲受人、●●●●、●●●●様。申請地は●●●●●●●●●●番

●他１筆、台帳地目、現況地目全てともに田、地積の合計が１，２９３㎡。

譲渡人、譲受人の申請事由はともに自作地相互の交換です。権利は所有権の

移転となっており、経営面積は５，０６１㎡。受人従事数は２人です。資料

と致しましては２ページとなります。 

申請地はさぬき市●●、●●、●●●●●の南東約７６０ｍに位置し、譲

受人については、申請地周辺にも農地を所有し、経営面積の保全管理も行な

っております。 

続いて、会長提出議案第３号についてご説明させていただきます。地区番

号５、受付年月日、令和４年６月１日。譲渡人が●●●●●●の●●●●

様、譲受人が●●●の●●●●様。申請地が●●●●●●●●●番●で、台

帳地目、現況地目ともに田、地積は３５０㎡です。譲渡人の申請事由は労力

不足、譲受人の申請事由は経営規模の拡大。権利は所有権の移転で、経営面

積が５，５８９㎡。受人従事数が３人となっております。資料と致しまして

は３ページとなります。 

申請地はさぬき市●●、●●●、●●●●●の東北東約３４０ｍに位置

し、譲受人については、申請地に隣接する宅地に居住しており、野菜畑とし

て利用する計画です。また、さぬき市内で所有している農地の保全管理も行

っております。 

３件とも経営規模拡大の案件で、下限面積を満たしております。 

農地法第３条に基づく申請審議についてのご説明は以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 
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まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

第１号議案ですが、６月１５日に現地確認に行きました。特に問題ない案

件ですので、ご審議よろしくお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員の報告をお願いします。 

 

２号議案についてお願いします。譲渡人の父親が死亡したため、娘さんが

その後を継いで今回の申請をもろとる。一応この案件もこの前調べたとき

に、工事からすぐに行ったんですけど、申請の前の着工と思われるんで、あ

あいうことも今後はないようにしてもらいたい。 

以上です。 

 

続きまして、●●地区代表委員、報告をお願いします。 

 

●●地区は、昨日、全員で見ましたところ、別に異常ないと思われますの

で、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号から第３号につきまして

質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第３号についてお諮りします。議案第１号から

第３号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第３号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第３ 非農地証明願いについて、会長提出議案第４号か

ら第８号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、非農地証明願いについて説明致します。議案書の２ページをお

開きください。今回の非農地証明案件は５件ございます。面積に致しまして

４，１３７㎡の１０筆です。 

それでは、個別案件についてご説明させていただきます。 

会長提出議案第４号、地区番号１、受付年月日、令和４年６月１日。申請

人、●●●●●●●、●●●●様で、申請地が●●●●●●●●●●●番●

他１筆です。２筆とも台帳地目、畑、現況地目、山林、地積、２筆で１８４

㎡です。申請理由と致しましては、平成５年頃から２５年以上耕作不能な状

態が継続し山林化したためです。お手元の資料の４ページ、５ページをご覧

ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●から南へ約５２

０ｍに位置しております。申請地は平成５年に相続されています。当該申請

地は、相続後に会社勤めをしておった申請者は耕作放棄となり、周辺の山林

に浸食され山林化しました。位置図は資料４ページ、現況写真は資料５ペー

ジ右側になるのでご確認ください。 

会長提出議案第５号、地区番号４、受付年月日、令和４年６月１日。申請

人は●●●●●●●●、●●●●様で、申請地が●●●●●●●●●●●●

番●です。台帳地目は畑、現況地目は山林、地積は７１５㎡です。申請理由

と致しましては、平成５年頃から２５年以上耕作不能な状態が継続し、山林
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化したためです。お手元の資料の６ページ、７ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●から北西へ約

３３０ｍに位置しております。申請地は昭和５４年から平成２１年にかけて

相続が全て終わっております。当該申請地は平成５年に耕作者が死亡し、そ

の後耕作放棄となり、周辺の山林に浸食され山林化しました。また、再生利

用が困難と見込まれる荒廃農地に分類された土地赤判定と確認されていま

す。位置図は資料６ページ左側、写真方向図は資料７ページ左側、現況写真

は資料 7 ページ右側になるのでご確認ください。 

会長提出議案第６号、地区番号５、受付年月日、令和４年６月１日。申請

人は●●●●●●●、●●●●様、申請地は●●●●●●●●●●番●で

す。台帳地目は畑、現況地目は山林、地積は１４０㎡です。昭和３２年頃か

ら６５年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したためです。お手元の資料

８ページ、９ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●から南へ約４７０

ｍに位置しております。申請地は平成３１年に相続されております。当該申

請地は、申請者の夫が昭和３２年に相続しましたが、●●在住のため耕作放

棄となり、周辺の山林に浸食され山林化しました。また、再生利用が困難と

見込まれる荒廃農地に分類された土地赤判定と確認されています。位置図は

資料８ページ、現況写真は資料９ページ右側になるのでご確認ください。 

会長提出議案第７号、地区番号５、受付年月日、令和４年６月１日。申請

人、●●●、●●●●様で、申請地が●●●●●●●●●●番●です。台帳

地目は田、現況地目、宅地、地積が９４㎡ございます。申請理由と致しまし

ては、農業用倉庫として利用を始めているためです。お手元の資料の１０ペ

ージ、１１ページをご覧いただきたいと思います。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●から南へ約８２０

ｍに位置しております。申請地は平成１６年に相続をされています。申請地

は平成１０年頃に農業用倉庫を建築し、現在も使用しております。位置図は

資料１０ページ左側、現況写真は資料１１ページ右側になるのでご確認くだ

さい。 

会長提出議案第８号、地区番号５、受付年月日、令和４年６月１日。申請

人は●●●●●●、●●●●様、申請地は●●●●●●番●●他４筆です。

台帳地目は２筆が畑、３筆が田、現況地目は山林、地積は５筆合計で３，０

０４㎡です。昭和５２年頃から４０年以上耕作不能な状態が継続し、山林化

したためです。お手元の資料１２ページから１４ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●から南へ約１，５３０ｍに位

置しております。申請地は昭和６１年に相続されております。当該申請地は

昭和５２年に現在の●●のほうに転居し、耕作放棄となり、周辺の山林に浸

食され山林化したものです。また、再生利用が困難と見込まれる荒廃農地に

分類された土地赤判定と確認されております。位置図は資料１２ページ左

側、写真方向図は１３ページ右側、現況写真は資料１４ページ右側になるの

でご確認ください。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

それでは、ご報告致します。会長提出議案第４号の非農地証明願いです

が、内容については説明のとおりであります。資料の写真５ページの特に右

下の写真を見ていただければ分かるように、山との隣接地で小さい畑であり

ます。この畑全体をイノシシが掘り返していました。地区委員会と致しまし
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ては、これは仕方なかろうということになりましたので、ご報告致します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

第５号ですけども、先般１４日の日に全員で見てまいりました。どこが畑

かよう分からんぐらい写真で見たとおりでございます。よろしくお願いしま

す。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願いします。 

 

６号議案ですが、６号議案は●●●沿いの畑で、竹が生えておりました。 

７号については、写真で見るとおりでございます。倉庫の中にはトラクタ

ーなどが置かれておりました。 

８号議案ですが、●●の●●で、谷あいのもう中へ入ったらちょっとハミ

や何やかんやがおるようなところで、もう入れないという、見るからにもう

山林化しておりました。 

以上です。 

 

地区代表委員の報告は終わりました。 

議案第４号から第８号につきまして質疑等がありましたら、発言を認めま

す。ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第４号から第８号につきましてお諮りします。議案第４号

から第８号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第４号から第８号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第４ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提

出議案第９号から第１１号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、第４条に基づく申請審議についてご説明します。今回の４条の

案件は３件ございまして、面積にして１，３７９㎡の４筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書３ページからでご

ざいます。 

会長提出議案の第９号についてご説明させていただきます。地区番号１、

受付年月日、令和４年６月１日。申請人、●●●●●●●の●●●●様、申

請地は●●●●●●●●●●●●番●、台帳地目は畑、現況地目は宅地、地

積が２６８㎡。転用目的は倉庫用地で、建築面積は１２５．０７㎡です。こ

ちら、無断転用の是正の案件ですので、工事着完予定年月日は昭和５４年４

月１日から昭和５４年１１月３０日になっております。農地区分は第２種農

地です。資料と致しましては１５から１６ページで、位置図を１５ページの

左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●、●●●●●●

●●●南西の７００m に位置し、隣接については、宅地、山林、道路及び水

路に接しております。このたび既に倉庫用地として利用している申請地の無

断転用が判明したため、是正するものです。なお、地元土地改良区をはじめ

地元自治会の同意も得ております。また、始末書も添付され反省の念を示し

ていることなどから、許可も止むを得ないと考えております。 
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続いて、会長提出議案の第１０号についてご説明させていただきます。地

区番号３、受付年月日が令和４年６月１日。申請人、●●●●の●●●●

様、申請地は●●●●●●●●●●番●、台帳地目、田、現況地目が一部宅

地の田となっております。地積は３７２㎡です。転用目的は既存宅地の拡張

と駐車場、建築面積は４３３．３９㎡。こちら、一部無断転用の是正の案件

になりますので、工事着完予定年月日が平成７年２月１日から令和４年９月

３０日までとなっております。農地区分は第３種農地となっております。す

みません。この議案については、資料の差し替えがございます。こちらのＡ

３サイズに両面印刷の資料をご覧ください。１７ページと１８ページの裏表

になっております。１７ページの左側に位置図を掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●●●●●●

●の南約３５０m に位置し、隣接については、宅地、道路及び水路に接して

おります。申請者の住居の隣の農地を駐車場として利用する計画です。ま

た、既に申請地の一部を宅地として利用していることが判明したため、併せ

て無断転用を是正するものです。なお、地元土地改良区をはじめ水利組合の

同意も得ております。また、始末書も添付され、反省の念を示していること

などから、許可も止むを得ないと考えております。 

こちら、資料の差し替え、変更があった部分については、１８ページの土

地利用計画図と断面図のほうで、最初、断面図のほうが駐車場スペースが市

道とフラットになっていたんですけど、実際、確認したら、市道より若干下

がっていましたので、現況に合わせて変更が提出されました。 

続いて、会長提出議案の第１１号についてご説明させていただきます。地

区番号３、受付年月日、令和４年６月１日。申請人、●●●●、●●●●

様、申請地が●●●●●●●●●●番●、台帳地目、田、現況地目、雑種

地。地積が７３９㎡。転用目的は農地用物置、農作業所、建築面積は３４

１．０５㎡。こちらの案件も無断転用の是正の案件になりますので、工事着

完予定年月日が平成１０年２月４日から平成１０年６月３０日となっており

ます。農地区分は第３種農地となっております。資料と致しましては、１９

ページから２０ページで、位置図を１９ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●●の南南東

約１．９km に位置し、隣接については、宅地、ため池、田、畑及び道路に

接しております。このたび既に農業用物置及び農作業所として利用している

申請地の無断転用が判明したため、是正するものです。なお、地元土地改良

区をはじめ水利組合の同意も得ております。また、始末書も添付され、反省

の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと考えております。 

農地法第４条に基づく申請審議については、ご説明は以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

それではご報告致します。会長提出議案第９号の４条申請ですが、地区委

員会と致しましては、現地を確認し、今回、無断転用の是正をするというこ

とのようでございますので、よろしくお願い致します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

それでは、１０号について説明します。今、事務局から報告があったとお

り、無断転用については異論ないですけど、後から資料もらった自分も分か

るんですけど、申請地と隣接する道路との段差が１５㎝ぐらいあります。そ

の間に用水路が通るもんで、それも反映して、段差があるものと思います。 
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議長（会長） 

以上です。 

 

１１号議案についてご報告致します。６月１８日に、私たち、現地確認を

行いました。現況地目、雑種地、７３０㎡の中に、３４１．０５㎡の建物、

農家用の物置と農作業場、これはもみすりをする機材が設備されておりまし

た。その２つが建っておりましたが、無断転用の是正ということで、私たち

は致し方ないでしょうということで、認めることにしました。よろしくご審

議ください。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第９号から第１１号につきまし

て質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第９号から第１１号につきましてお諮りします。議案第９

号から第１１号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第９号から第１１号を原案のとおり認めることとし、香川

県へ進達致します。 

続きまして、日程第５ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議

案第１２号を上程致します。 

なお、今月の議案で、議案書４ページの整理番号２が●●委員さん、農地

中間管理事業対象農用地等総括表の１番が●●●●委員さん、●●委員さ

ん、４番から９番が●●委員さんの関係議案になり、除斥対象議案になりま

すので、後で別審議と致します。 

では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第１２号についてご説明致します。４ページをご覧くださ

い。 

これは、農地機構を通じて農地の売買を行うもので、今回は売手から農地

機構への所有者移転を行うもので１件あります。 

売手は●●●●様で、対象農地が●●●●●●●●●●●番他２筆です。 

次に、農地の貸し借りについての説明で、議案書５ページから７ページと

なります。個人が６件、法人が１件、中間管理機構１４件の合計２１件とな

っております。２１件のうち新規１６件、再設定５件となっております。２

１件のうち賃借権が６件、使用貸借権が１５件となっております。賃借権の

内訳としまして、５，０００円が３件、２，０００円が２件、１，５００円

が１件となっております。期間は、１０年５件、６年６カ月１件、６年９

件、５年８カ月 1 件、５年１カ月１件、５年３件、３年１件となっておりま

す。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等総括表の説明をさせていただ

きます。こちらのＡ３の用紙をご覧ください。 

全部で３８件ございます。貸付先は、個人１９件、法人１９件となってお

ります。設定する権利等の種類は、賃借権８件、使用貸借権３０件となって

おります。期間は、１０年１件、６年３５件、５年１件、３年１件となって

おります。利用内容は、水稲、麦、飼料用作物、露地野菜の作付となってお

ります。 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては、案
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件が多いので一括して質疑に入りたいと思いますので、質疑等がありました

ら、整理番号を指定の上、ご発言を願います。ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案書４ページの整理番号２、農地中間管理事業対象農用地等

総括表の１番、４番から９番を除く議案第１２号について、原案のとおり認

めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、●●委員の関係議案である議案書４ページの整理番号２番、

農地中間管理事業対象農用地等総括表の●●●●委員、●●委員の関係議案

である１番、●●委員の関係議案である４番から９番の審議に入ります。 

それでは、●●委員、●●●●委員、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第１２号についての委員さんの案件は１件あり、議案書４ペ

ージの農地機構から農地を買い取るようになっております。 

買手は●●●●様で、対象農地が●●●●●●●●●●●●●●●番●他

１筆です。 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての委員さんの案件は７件

で、貸付先が法人７件、利用する権利は使用貸借権７件となっております。

期間は、６年で７件となっております。利用内容については、水稲、麦の作

付となっております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。質疑等はありませんでしょうか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員、●●●●委員、●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 着席） 

 

続きまして、日程第６ 農業振興地域整備計画変更の答申について、会長

提出議案第１３号から第１５号までを一括上程致します。なお、今月の議案

で第１４号は●●委員の関係する議案になり、除斥対象議案になりますの

で、後で別審議と致します。 

では、事務局より説明を求めます。 

 

今回の農業振興地域整備計画変更の答申は、●●委員の案件以外は農用地

域からの除外が１件、農用地域への編入が１件あります。 

それでは、農用地域からの除外の個別案件から説明致します。 
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会長提出議案第１３号です。議案書８ページをご覧ください。 

譲渡人は●●●、●●●様、譲受人は●●●●様で、申請地は●●●●●

●●●●番●です。除外後の用途は分家住宅です。申請地の位置でございま

すが、２７ページの左側をご覧頂いたらと思います。●●●●から南東へ約

２１０ｍのところに位置しております。 

続いて、農用地域への編入の個別案件についてご説明します。 

会長提出議案第１５号です。議案書９ページをご覧ください。 

申請者は●●●●●●●●、●●●●様で、申請地は●●●●●●●●●

●●●●●番●です。申請地でございますが、資料の３２ページ左側をご覧

いただいたらと思います。●●●●●●●●から北東へ約８３０ｍのところ

に位置しております。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

第１５号議案ですが、同じく６月１５日に現地確認を行いました。これも

農地に変えるという農振除外の案件から除外を。 

 

農振に今、入ってないんで、農振に入れる。 

 

あ、そういう意味か。前、農振に言われたやつですよね。 

 

ああ、大分前に。 

 

それを農地に変えるということなんで、問題はないと思います。よろしく

お願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

第１３号についてご報告致します。６月１８日、現地確認を行いました。

●●の●●●さん、この方は譲受人の●●●●さんのおじいさんです。●●

さんは孫に当たります。それで、今、●●に住んでおりますけれども、この

たびおじいさん、お父さんのそばへ家を建てることになったそうです。それ

で、おじいさんの田んぼを譲り受けるそうです。よろしくご審議ください。

お願い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１３号、第１５号につきまし

て、質疑等がありましたら発言を認めます。ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第 1３号、第１５号につきましてお諮りします。議案第１

３号、第１５号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第 1３号、第１５号を原案のとおり認めることとし、香川

県へ進達致します。 

続きまして、●●委員の関係する議案である議案第１４号の審議に入りま
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すので、それでは●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員 退席） 

 

では、事務局の説明を求めます。 

 

●●委員さんの案件は、農用地域からの除外で、会長提出議案第１４号と

なります。議案書８ページをご覧ください。 

譲渡人は●●●●●、●●●●様外１名、譲受人は●●●、●●●●様で

す。申請地は●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は貸屋外研究施設

です。申請場所の位置でございますが、資料３０ページの左側をご覧頂いた

らと思います。●●●●●●から東へ約５００ｍの所に位置しております。 

説明は以上です。 

 

議案第１４号の説明が終わりました。本議案につきましては長尾地区の関

係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

１４号について、これは●●●●線沿いの土地で、元そこにお墓があった

そうです。それをのけて、何か研修地の家を研修地で買ったところについて

いたもので、水田にするにはちょっともう難しい、段差のあるところでし

た。別に異常ないと思われますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１４号につきまして質疑等が

ありましたら発言を認めます。ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１４号につきましてお諮りします。議案第１４号につい

て異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１４号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致

します。 

退席されている●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員 着席） 

 

ここで、暫時５分休憩致します。 

 

休 憩 

 

再開致します。 

続きまして、日程第７ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案

第１６号を議題と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

失礼します。会長提出議案第１６号番号１の●●●●●●●●さんから説

明させていただきます。 

住所は●●●●●●●●●●●●●番地、設立年月日は平成１９年６月１

日です。別紙の経営改善計画を参照してください。 

現在、水稲（主食米・ＷＣＳ・加工米）と小麦を生産しています。農業経



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）の生産について、水

稲（主食米）は現在面積は２００ａで生産量８，４００㎏ですが、５年後は

３００ａで生産量１万２，６００㎏に増やします。ＷＣＳは、現在面積は２

１０ａのところ、５年後も変更はありません。加工米は、現在面積は２５０

ａで生産量１万１，２５０㎏ですが、５年後も変更ありません。小麦（二毛

作）は現在面積が６００ａで生産量が１万９，８００㎏ですが、５年後は面

積７００ａで生産量２万３，１００㎏に増やします。小麦（単作）は現在面

積が２００ａで生産量が６，６００㎏ですが、５年後も変更はありません。 

（２）作業受託（田植・稲刈り）は現状の売上げ３０万円で、こちらも５

年後の変更はありません。 

（３）農用地及び農業生産施設のア農用地ですが、借入地の田が現状９７

８ａですが、５年後までに１，１００ａに増やします。畑は現状１８ａのと

ころ、５年後も変更はありません。農地の団地化を図り、生産コストの低減

に努めていきます。水稲・小麦については規模拡大をして所得の向上を目指

します。 

現状の年間所得３７０万円のところ、５年後の目標として４１０万円を目

指します。経験も実績もある農業者ですので、認定農業者の継続認定につい

てのご審議をよろしくお願いします。 

続きまして、番号２、●●●●●●●●です。 

住所は●●●●●●●●●●●●●●番地、設立年月日は平成１９年６月

１日です。経営改善計画を参照してください。 

現在、水稲主食米と加工米、小麦、はだか麦を生産しています。農業経営

の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産について、水稲

（主食米）は現在面積が１，０３４ａで生産量が４万３，４２８㎏ですが、

５年後は面積１，１００ａで生産量４万６，２００㎏に増やします。水稲

（加工米）は現在面積が２４３ａで生産量が１万２０６㎏ですが、５年後は

面積を３００ａで生産量を１万２，６００㎏まで増やします。小麦（二毛

作）は現在面積が１，０００ａで生産量が３万６，０００㎏ですが、５年後

も変更はありません。小麦（単作）は現在面積が２００ａで生産量が７，２

００㎏ですが、５年後も変更はありません。はだか麦は現在面積が２３１ａ

で生産量が８，３１６㎏ですが、５年後は面積３００ａで生産量を１万８０

０㎏に増やします。 

（２）の作業受託（稲刈り・もみすり）が現状８０万円で、こちらも５年

後、変更はありません。 

（３）の農用地及び農業生産施設について、アの農用地で借入地の田が現

在１，３０８ａですが、５年後１，５００ａまで増やします。畑は現在２ａ

ですが、こちらは５年後、変更はありません。特定作業受託の田の面積が現

在３００ａですが、こちらも５年後、変更はありません。 

集落を中心とした農地を集積して、法人としての作付計画に従って利用し

ていきます。今後は、年間を通じた作業を確保するため、新規作物の導入を

検討していきます。 

現状の年間所得４９０万円のところ、５年後５４０万円を目指します。経

験も実績もある農業者ですので、認定農業者の継続認定についてのご審議を

よろしくお願いします。 

続きまして、番号３の●●●●●●●●●●です。 

住所が●●●●●●●●●●●●●●番地●。設立年月日が平成２９年５

月１日です。別紙の経営改善計画を参照してください。 

現在、水稲（主食米・飼料米）小麦・はだか麦・キャベツを生産していま

す。農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）の生産に

つきまして、水稲（主食米）は、現在面積が７００ａで生産量２万９，４０

０㎏ですが、５年後も変更はありません。水稲（飼料米）は、現在面積が３

００ａで生産量が１万４，４００㎏ですが、５年後も変更ありません。小麦
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（二毛作）は、現在面積が３００ａで生産量が９，０００㎏ですが、５年後

は単収を３００㎏から４００㎏に増やし、生産量を１万２，０００㎏に増や

す予定です。小麦（単作）は、現在面積が１００ａで生産量３，０００㎏で

すが、５年後は単収を３００㎏から４００㎏に増やし、生産量を４，０００

㎏に増やす予定です。はだか麦は、現在面積が４００ａで生産量が１万２，

０００㎏ですが、5 年後は単収を３００㎏から４００㎏に増やし、生産量を

１万６，０００㎏に増やす予定です。キャベツ（加工用）は現在面積が７０

０ａで生産量が１７万５，０００㎏ですが、５年後は単収を２，５００㎏か

ら２，８００㎏に増やし、生産量を１９万６，０００㎏に増やします。 

（２）の作業受託（稲刈り・収穫）は現状売上げ８００万円のところ、５

年後も変更ありません。 

（３）の農用地及び農業生産施設についてですが、アの農用地について、

所有地は現状田が１４５ａですが、５年後は５００ａまで増やす予定です。

借入地は、現在さぬき市の田が１，３９５ａですが、５年後は１，５００ａ

まで増やします。畑は、現状１８ａですが、５年後も変更ありません。その

他特定作業受託の田の面積が現状１００ａですが、５年後は５０ａまで減ら

す予定です。 

イの農業生産施設についてですが、農舎が現状３棟４００㎡であります

が、５年後は４棟で５００㎡に増やします。あとビニールハウスが現状あり

ませんが、５年後までに２棟で２，０００㎡に増やす予定です。 

農業委員会や農地機構を通じて、条件のよい農地を集積して規模拡大を図

ります。あと栽培管理を徹底し、麦類及びキャベツの収量の向上も目指しま

す。また、新規作物の導入を検討していきます。 

現状の年間所得８３０万円のところ、５年後の目標額８１０万円を目指し

ます。５年後の所得目標が減少している理由としましては、減価償却費の増

加分を考慮していますので、結果的に所得目標がちょっと下がるような形に

なっています。 

経験も実績もある農業者ですので、認定農業者の継続認定についてのご審

議をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。本議案につきましては●●地区、●●地区

の関係案件ですので、地区代表委員からの補足、備考等がありましたら、報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

●●●●●●●●と●●なんですか、私も●●●●●●●●●で勤めてい

ますけど、同じ時期に十五、六年前にできた法人で、一番我々が心配してい

るのは、年齢かなということです。理事さんになっている方が高齢の方が多

いゆうんで、後々いろいろと考えておられると思うんですけど、その辺はち

ょっと心配します。作っているものはしっかりしたものを作っております

し、大井のほうも代表者が今回代わっていますので、またいろいろと変化し

ていくかなとは思っております。よろしくお願いします。 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 

 

●●●●●●、立派な経営をしとるんで、問題なかろうと思います。よろ

しくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１６号につきまして質疑等が

ありましたら発言を認めます。 

芳竹委員さん。 
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どうでもええ話なんやけど、経営の構成について、年齢は５年後を書いと

るんか、現在を書いとるんか、どっちになるんでしょうか。 

 

経営の構成の構成員さんの年齢は、今この計画をつくったときに聞き取り

をさせていただいた年齢になると思います。 

 

そしたら、最後の●●さん、多分今４５やと思うし、お父さんも７１かぐ

らいになるんですよ。統一すべきでないかなと思うんですよ。 

 

すみません。一応●●さんが４０歳になっています。 

 

●●の●●さんは４４です。お父さんは７１か２か。 

 

分かりました。もう一度確認して。 

 

それやったら統一しとかんと、５年後の年かなと思うんですけど。 

 

すみません。●●●●●●ですけれども、用紙の半分辺りに、（２）農畜

産物の加工、販売、その他の関連附帯事業売上げとあります。事業内容が作

業受託（稲刈り・収穫）現況８００万、５年後、令和９年にも８００万。

（３）の農用地及び農業生産施設を見ますと、特定作業受託を、現状は１０

０ａ、令和９年の５年後には５０になっとるんです。そしたら、この売上金

も減らないかんの違いますか。 

 

作業受託のほうは、兼業農家さんとかから頼まれて、その作業だけをさし

てもらったものの売上げになるんで。 

 

面積が半分ですのに。 

 

特定作業受託というのは、正式な農地機構とか農業委員会さんの手続をせ

ずに、作業受託の契約書だけで農地を借りたりしている面積になりますの

で、ここの売上げと面積が比例しているかと言うと。 

 

合わんのですか。 

 

はい。 

 

そんなもんですか。分かりました。すみません。 

 

ほかにございませんか。 

寒川委員さん。 

 

構成員を見ていますと、別にいちゃもんをつけるんじゃないけ、●●●●

さんは８４歳ですよね、今現在。８４歳で受託して、次が８９歳になられる

わけ、５年たったら。それで、作業日数がこのぐらい増やすんだというの

は、本当にこういう形で報告して、本当は下の人がとても若い人で、７０代

の人がいたら、その人が５年後には増えるというのは分かるんだけど、８４

歳の人が、５年後にまだこれに増やしていくというのは、どうも形式的に書

いてあるとしか思えない、作業をね。こういう問題、ちょっと考えておかな

いかんと思うんです。 

それから、本当はこの時点で認定農業者になるんだったら、申請して、現
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在の所得がこれだけあって、５年後にはこうなりますよというて出すんです

けど、作業もこれだけしますんですよというんで、継続するんだったら、５

年後にじゃどうでしたかといった比較はしとるんですか。５年前に申請して

いるから、この方は認定農業者に。我々も書類を見ているんだけど、もう忘

れたけど。それは、その当時の申請した分と、現在出す分との比較。 

 

一応ヒアリング等をさしていただくときには、決算書なりを見て。 

 

そしたら、必ず大体予定どおりに増えていますか。まず、難しいんじゃな

い。 

 

まあ、そうですね、なかなか。 

 

これ、考えておかないと、困るんですよ。認定するのに困るし、農家の人

を助けないかんから、できるだけ緩くしていくのはいいと思うんだけど、数

字上だけ形式的に増えていくことにしたら、認定になるというんだったら、

やめたほうがいい。私だって、もう何でもかんでもええがというふうになる

じゃないですか。だから、本当は４年前にこういう予定でやります。８０歳

だけど、こういう予定でやりますと言って、年間所得５００万ですと。８５

歳のときには、このような作業日数で、このぐらいになりますというんだっ

たら、非常に厳しくなるんです、年を取るということは。かなり厳しいと思

うんですが、そういう形のあれを入れておかないと、比較すると、私たちは

言いませんけど、比較するようになったら、どうしようもないで。多分違っ

ていると思うわ。 

報告で見ると、皆さん、増えているんですが、５年後は増えるわな。作業

も時間も増やす。金額も増やす。目標だから構わんのですけど。だけど、何

でもかんでもそうやったら、それでいくというようになってしまうでしょ

う。 

 

それと、私が不思議に思うのは、実際の売上高はできちゅうんですか。 

 

実際というのは、５年前に立てた計画を達成しているかどうか。 

 

ここに数字が出とるでしょう。この数字は、本当にこの数字なのかしら。

認定農業者の人をずっと見ていきよったら、え、あの人そんなに売上げある

んと思うような人がおるんです。その辺、引っかからんかな。 

 

その金額は目標であって、次５年後にまた契約し直すでしょう。それまで

に達成しなくても、もう一回受けよるわな。それは、もうやっぱり気候もあ

るし、農業は。気候もあるし、単価の変動もあるし、そこまではまだ制限し

とらんげやな。ほじゃけん、４８０万ですか、目標を立てて、５年後に４８

０万になってなかったら、次、認定農家を取り消すということは、今のとこ

ろ、していないそうです。 

努力してくれよというんで、次また通しよるわな。 

 

そうそう、できるだけ農家の人は甘くは構わんで。大いに奨励して、頑張

ってもうたらいいんだから、構わんのですよ。ただ、それを知っておかない

と、何でもかんでもそれに便乗したらええんかという話になるから、それだ

けちょっとよろしくお願いします。 

 

ほかにございませんか。 
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「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、それでは、農業経営改善計画の審査について、議案第

１６号についてお諮りします。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１６号について原案のとおり承認することと致します。 

本日上程の議案についてですが、以上ですが、日程第８ その他で事務局

ありませんか。 

 

そしたら、事務局から、まず経営改善認定資料につきましては、後で回収

しますんで、机の上に置いとってください。 

次に、先月提出いただいた令和５年度の農地等の利用の最適化の推進に関

する改善意見について取りまとめましたので、報告を致します。 

まず、農地等の利用の最適化の推進強化に関する事項としまして、１点出

されております。水田活用の直接支払交付金の見直しを要望するという内容

でございます。 

次に、遊休農地の発生防止、解消に関する事項として、中山間地域におけ

る鳥獣の駆除と捕獲が必要ということで、その他１点、全部で２項目出され

ております。 

次に、新規参入の促進に関する事項ということで、１項目出されておりま

す。 

次に、農地等の利用の効率化及び高度化の促進に関する事項ということ

で、４項目ほど出されております。 

以上のような意見が出されておりまして、これを集約したものを農業会議

へ報告させていただきます。 

改善意見書は、県内の各農業委員会から農業会議へ報告されますが、農業

会議で取りまとめたものを集約した後、香川県へ要望するような流れになり

ます。 

次に、皆さんのほうに農業新聞の写しを出しておりますが、これは何かと

言いますと、下限面積のことで書かれておる内容がございました。下限面積

の設定についてでございますが、今年３月に２０２０年の農林業センサスに

基づく資料を提示さしていただいて説明し、各地区で検討いただいたと思い

ます。その後、国において議論されていたんですけども、下限面積の要件に

ついて、５月２０日の国会で可決され、下限面積の要件を廃止というような

ことになりました。もうなくなったということです。 

今後は、農地取得に係る審査基準が見直されることとなりますので、また

国とか県から具体的な通知がありましたら、ご報告させていただきます。 

次に、次回の定例会でございますが、７月２０日の水曜日午後１時半か

ら、本庁３階、３０１、３０２で行いますので、また予定のほうをよろしく

お願いします。 

以上です。 

 

農地集積専門員の方、何かありますか。 

 

ございません。 

 

すみません。事務局からもう１点、皆様のお手元に２０２２年度版の全国

農業新聞のパンフレットをお配りしています。また、普及活動の際にお役立

ていただければ幸いです。また、地区代表委員の方には、推進委員さんの方

と本日欠席している農業委員の方用のパンフレットが入った茶色の封筒もお



  

 

 

 

 

議長（会長） 

 

配りしています。お手数をかけますが、配付をお願い致します。 

以上です。 

 

以上をもちまして、令和４年６月農業委員会定例会を閉会と致します。慎

重なるご審議ありがとうございました。 

 

（ ２時４８分閉会） 

 

 

 

 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願いについて 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業振興地域整備計画変更の答申について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 

 

 

農業委員会会長（議長） 

 

 

 

署名委員    ５番 

 

 

 

署名委員    ６番 

 

 


